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平成２８年荒川区教育委員会第２１回定例会 

 

 

 １ 日  時      平成２８年１１月１１日   午後４時００分 

 

 ２ 場 所      第六瑞光小学校 家庭科室 

 

 ３ 出席委員    委   員   長           髙 野 照 夫 

           委員長職務代理者           小 池 寛 治 

           委      員           小 林 敦 子 

           教   育   長           高 梨 博 和 

 

４ 欠席委員    委      員           坂 田 一 郎 

 

 ５ 出席職員    教 育 総 務 課 長           山 本 吉 毅 

           教 育 施 設 課 長           泉 谷 清 文 

           学 務 課 長           相 川 隆 史 

           指 導 室 長           小 山   勉 

           書      記           稲 冨 泰 輝 

           書      記           中 村 栄 吾 

           書      記           湯 田 道 徳 

           書      記           宮 島 弘 江 

 

 

 

（１）報告事項 

   ア 平成２８年度「あらかわ小論文コンテスト」の審査について 

   イ 平成２８年度東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞受賞者の報告について 

   ウ 平成２８年度秋の褒章受章者の報告について 

 （２） その他 
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○委員長 荒川区教育委員会第２１回定例会を開催いたします。よろしくお願いします。 

 出席委員数の御報告を申し上げます。本日４名でございます。 

 会議録の署名委員は、小池委員及び高梨委員にお願いいたします。 

 教育長、ごあいさつを早速お願いします。 

○教育長 本日の教育委員会は第六瑞光小学校の研究発表会に引き続いての開催となってござい

ます。本日、３件の案件を用意させていただいてございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長 ありがとうございました。 

   ７月８日開催の第１３回定例会及び７月２２日開催の第１４回定例会の会議録は机上に配

付されております。 

   次回の定例会で承認につきましてお諮りいたしますので、次回までに確認し何かお気づき

の点がありましたら事務局まで御連絡くださいますようお願いいたします。 

   それでは本日の議事日程に従いまして議事を進めます。本日は報告事項３件です。 

   初めに「平成２８年度『あらかわ小論文コンテスト』の審査について」御説明をお願いい

たします。指導室長、お願いいたします。 

○指導室長 「平成２８年度『あらかわ小論文コンテスト』の審査について」でございます。 

   ポイントでございますが、読書活動の一層の充実を図り学校図書館を活用した学習活動を

推進するとともに、全ての教科等において言語を用いた論理的思考力や表現力の育成を目的

とした「あらかわ小論文コンテスト」を実施し、優れた作品を表彰するものでございます。 

   審査につきましては、校内審査・一次審査・二次審査を実施して、各賞を決定するもので

ございます。 

   表彰でございますが、区長賞、教育委員会賞、小・中学校長会賞、奨励賞、佳作となって

ございます。審査委員の部分に関しましては後ほど説明させていただきます。先に下記の審

査等の日程について御説明申し上げます。 

   募集開始でございますが、平成２８年６月から始めたところでございます。作品の応募数

でございますが、平成２８年１０月２１日金曜日の段階で３３２点でございます。小学校が

２８８点、中学校が４４点でございます。この応募数は校内審査を通ってきたものでござい

ますので、校内ではたくさんの児童・生徒が取り組んでいるという報告も受けてございます。 

   平成２８年１１月４日の一次審査でございますが、小学校の各学年、中学校から１５点ず

つを選出させていただいております。二次審査でございますが、平成２８年１１月１１日、

本日、教育委員会におきまして二次審査の審査委員の御依頼を申し上げたいと考えてござい
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ます。各賞の決定は１２月９日でございます。表彰式は平成２９年１月２７日金曜日を予定

してございます。 

   審査委員について、御説明させていただきます。一次審査を通過した１５点の中から区長

賞１点、教育委員会賞２点、校長会賞３点、奨励賞４点の選考をお願いするところでござい

ます。担当する各学年に関しましては、この後話し合いによって決定していただければと考

えております。 

   どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長 「あらかわ小論文コンテスト」につきましては指導室長の御説明のとおりです。何か

御意見はございますでしょうか。 

○教育長 先ほど小山室長からの御説明の中で、作品応募については小中学校とも校内審査を経

ているということで実際は千点以上の応募があるのですということですけれども、小学校何

点、中学校何点と実際に応募してくれた子どもたちの数は今、事務局でわかりますか。 

○指導室長 現在のところ数字は持ってございませんので、後ほど御説明できるようにしておき

たいと思います。 

○教育長 では最終審査というか、決定のときには改めて御報告をお願いします。 

○指導室長 先日、「中学生の主張」という東京都のコンクールがございまして、各学校から応

募し、ベスト２０に荒川区の生徒が２人入ったということをお話しさせていただきましたけ

れども、入選した作品を、作品集で周知するだけではなく、広く周知する方法を考えていき

たいと思います。 

○委員長 ありがとうございました。表彰式で何人応募あったと公表していましたか。ないです

よね。 

○指導室長 ございません。 

○教育長 確かに表彰される側からすると千人以上の中から選ばれたという意味では、佳作の子

たちにしても励みになるかもしれません。表彰式でも改めて御報告させていただきます。 

○委員長 ぜひお願いします。 

○指導室長 そのような形で進めさせていただきます。 

○小林委員 柳田邦男絵本大賞に関しては、ホームページで公表されていますよね。これは公表

しないということなのですか。 

○教育長 公表してもいいですよね。 

○指導室長 そうでございますね。 

○小林委員 絵本大賞はホームページで検索できるようになっていまして、公表されているよう

です。せっかくの作品でちょっともったいないような気もするので。 
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○教育長 調べる学習だといろいろ凝った作品が多いから、ホームページで公開するのは難しい

かもしれませんが、小論文だったら載せるのは可能かとも存じます。 

○指導室長 検討して対応できるような形で進めたいと思います。 

○委員長 書いた子どもの原稿そのものをコピーしてホームページで公表するのですか。 

○指導室長 冊子をつくるときに原稿をデータ化しますので、そのデータを使ってホームページ

にアップできるような形をとりたいと思います。 

○委員長 これはきょう決めなくていいのですか。 

○指導室長 きょう決めさせていただきます。 

○委員長 では、お願いいたします。 

○指導室長 では各学年担当を決めていただき、その担当の学年を審査していただくことになり

ます。 

○教育長 どうぞ先生方、まず。 

○小林委員 私は、３年生でお願いいたします。 

○委員長 では小池先生、何年生でも。 

○小池委員 昨年、私は５年生を担当したので、低学年からいきましょうかね。１年生をやりま

しょう。 

○委員長 わかりました。ではそれでお願いします。 

○教育長 やはり小山室長、中学校の国語だから中学校がよいのではないですか。 

○委員長 小山室長が引き続き中学をなさるのですね。高梨教育長はいかがですか。 

○教育長 皆さんが遠慮されているので、では私は５年生を担当します。 

○委員長 坂田先生は、いかがいたしましょうか。 

○教育長 ４年生は、いかがですか。 

○委員長 ４年生ですね。 

○小林委員 阿部部長は、２年生でいかがですか。 

○教育長 では高野先生は、６年生で。 

○委員長 では６年生を高野がやります。 

○指導室長 ありがとうございます。 

では、審査に関しましてでございますが、例年どおり５点ずつの１５点満点という形で御

採点いただければと思ってございます。今年度は一番よい賞が区長賞で、二番目によい賞が

教育委員会賞、その次が校長会賞と、決めさせていただいておりますので、点数のよい方か

らお願いできればと思ってございます。 

   審査をしていただく期間なのでございますが、今から３週間くらいとらせていただいて
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１２月２日までの間に審査をしていただくということでいかがでございましょうか。 

○委員長 わかりました。 

○指導室長 返信用の封筒を準備させていただいてございますので、それに入れて送っていただ

ければと思ってございます。 

ありがとうございます。以上でございます。 

○委員長 では各委員につきましては今御案内のとおりです。それから、順番がついて区長賞が

トップで教育委員会賞、校長会賞の順にいいものを評価していただく。審査の締め切りは

１２月２日までに着くように。 

○指導室長 よろしくお願い申し上げます。 

○委員長 ということでこの審議につきまして終わりますけれども、御意見ございますでしょう

か。 

   なければ次に移ります。「平成２８年度東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞受賞

者の報告について」御説明お願いいたします。 

○教育総務課長 本日、生涯学習課長が欠席ですので、私の方から説明をさせていただきます。 

   「平成２８年度東京都優秀技能者（東京マイスター）知事賞受賞者の報告について」でご

ざいます。表彰者は東京都知事小池百合子でございます。内容につきましては、東京都では

中小企業における技能者の育成等を図るとともに、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透さ

せ、技能者の社会的地位及び技能水準の向上を目的といたしまして、都内に勤務する技能者

のうち、極めて優れた技能を持ち、他の技能者の模範と認められる方々を毎年４０名、東京

都優秀技能者（東京マイスター）として表彰しているものでございます。 

   今回、荒川区からは２人の方が選ばれてございます。全体では４名ですけれども、指定無

形文化財の関係としてはお２人の方が選ばれてございます。 

   お１人の方は、ついこの間亡くなられましたが川俣頼三様でございます。荒川区指定無形

文化財保持者、それから荒川区文化財保護推進員、荒川区伝統工芸技術保存会会長でござい

ました。 

   以前、ＤＶＤを御覧いただきましたが、表彰の対象でございますが桐たんすの木地作りの

技能者だったお父様の善七様に師事しまして技術を修得したものでございます。平成５年か

ら平成２５年にわたって東京都の桐たんす工業協同組合の副理事も務められておりまして、

指導的立場から業界の若手に助言を行うなど、東京都の桐たんす業界の発展に貢献したこと

が高く評価されて、今回選ばれたものでございます。 

   亡くなられた後ではございますが、御家族の方は大変喜んでいると聞いてございます。 

   もう１人の方は、戸村絹代様でございます。所属としては荒川区指定無形文化財保持者で、
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平成２７年度指定でございます。同じく荒川区伝統工芸技術保存会会員でございます。 

   つまみかんざしの技能者でありましたお母様ひで様に師事をいたしまして、技術を習得し

たところでございます。５３年にわたりましてつまみかんざしを製作し、その系譜も明らか

であり、お母様が考案いたしました実用新案登録を取得した「変わり剣つまみ」や「針金に

直接つまみ片を拭く」という技術も継承しているものでございます。「あらかわの伝統技術

展」や「あらかわ学校職人教室」などの区内外のさまざまな事業に保存会の会員として積極

的に御参加いただきまして、工芸技術の公開・普及に貢献したことが高く評価されたもので

ございます。 

   表彰式等につきましては本日の金曜日午後１時から東京都庁第一本庁舎５階の大会議室で

行れたところでございます。 

   御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございました。どなたか御質問ございますでしょうか。おめでとうござい

ます。 

   では次に移ります。「平成２８年度秋の褒章受章者の報告について」説明をお願いいたし

ます。 

○教育総務課長 私の方から同じように生涯学習課長にかわりまして御報告させていただきます。 

   「平成２８年度秋の褒章受章者の報告について」でございます。黄綬褒章（労働分野）で

ございます。功績名としては業務精励（鋳造工・卓越技能）でございます。受賞者の方は菓

子満様でございます。日本鋳金家協会顧問で荒川区顧問もされておりまして、２年前に策定

いたしました荒川区芸術文化振興プラン策定に関する懇談会副座長もされてございます。ま

た、荒川区伝統工芸技術保存会の会員でございます。 

   表彰の対象になった活動・功績等につきましては、多年にわたって鋳造工としてよく職務

に精励したということでございます。表彰式につきましては１１月１５日来週の火曜日

１１時半から、厚生労働省中央合同庁舎の講堂で行われるというものでございます。 

   報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ありがとうございます。どなたか御質問ございますか。 

○教育長 今わかったけれども菓子さん、文化ではないのですね。労働分野の鋳造工なのですね。 

○教育総務課長 そうなのです。私も実はこれを見てびっくりしたのですけれども、文化ではな

かったと、そういうことなのです。 

○教育長 鋳造に長年にわたって業務に精励したという御功績なのですね。 

○教育総務課長 労働分野ということなのですね。 

○委員長 僕、ＮＨＫで見ました。とても元気そうで。 
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○教育長 今でもお元気ですよね。 

○委員長 ではよろしいですか。おめでとうございます。 

   次に、「１１月～１月の教育委員会関係主要行事」について配付資料がありますけれども、

これに関して何かございますか。 

○教育長 また１月に「成人の日のつどい」がありますので、先生方ぜひ御予定を入れておいて

いただければと存じます。 

それと、「柳田邦男絵本大賞表彰式」が２７日です。 

○教育総務課長 教育委員会の後です。 

○教育長 そうですね。 

○委員長 日程は大丈夫ですね。 

   では、次に進みます。各課長からの御説明がございます。よろしくお願いします。 

○教育総務課長 まず教育委員会の日程の変更については、改めてお知らせをさせていただきた

いと思います。１２月２２日の木曜日の定例会でございますが、この間御連絡差し上げたよ

うに１１時から荒川区の総合教育会議を庁議室で予定していますので、終わり次第、当初の

予定は１時半でしたが総合教育会議終了後１２時から、案件数１件の予定でございますので

１５分か２０分程度でございますが引き続き開催をさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

   それと、総合教育会議、今年度２回目が一応２月１０日の金曜日、教育委員会終了後

１６時からということで予定をしてございますので、新たに日程については追加をさせてい

ただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

   私の方から日程関係は２点でございます。 

○委員長 １２月２２日の木曜日の１１時に荒川区総合教育会議が開かれます。それから２月

１０日は金曜日午後４時から荒川区総合教育会議を開く予定です。よろしくお願いします。 

   ほかにございますか。ないようですので、第２１回の定例会を閉会いたします。 

―了― 


